
当社は仕事と介護を両立する従業員を積極的にサポートします！ 
 

～当社の目標～ 

介護を理由として退職する従業員を生じさせない。 

 

仕事と介護の両立に関する相談窓口を設置します！ 

介護休業や介護休暇等の両立支援制度を積極的に活用してください。 

  
 

     

 

仕事と介護の両立支援制度概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護休業等に関する相談窓口・
制度利用の申込先 

担当：人事・総務課（担当：堤） 

電話番号：026-213-6118 

メールアドレス：k.tsutsumi@great-nagano.co.jp 
 
注 : 当社は、介護のための所定労働時間の短縮等の措置として、短時間勤務制度を導入しています。 

要介護状態 
（制度利用可能な状態） 

 
介護終了 

（要介護状態の解消等） 

介護休業① 介護休業② 介護休業③ 
３回まで 
分割可能 

所定労働時間の短縮等の措置（注） 

介護休暇 

時間外労働の制限 

深夜業の制限 

所定外労働の制限 

３年の間に２回まで 


